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■お手伝いできること（サービス内容とお願い）
①食事の準備・後片付け
・主菜（30分程で作れる品）・副菜・汁物等の調理、離乳食づくりや後片付けのお手伝いを行います。
・ご家庭で日常的に調理するメニューとし、準備から片付けまでを1時間でできる内容が対象です。
【ご注意】誤食防止のため、食物アレルギー対応のお食事はお受けしておりません。
②居室等の掃除及び後片付け
・普段使用している居室・台所・洗面所・トイレ・風呂場等をご家庭の掃除道具で行います。
【ご注意】布団干しや換気扇の掃除、窓ガラス及び窓枠、照明器具、家具を移動しての掃除、排水溝、戸外の清掃(草むしり・ベランダ等)、一般的に大掃除に分類されるもの、引っ越し作業、力仕事等は対象外となります。
③衣類の洗濯・整理
・洗濯機でできる衣類等の洗濯（稼働１回分・乾燥機も同様）や家庭での日常的なアイロンがけを行います。
【ご注意】ドライクリーニング等、特別な手法が必要な衣類やカーテン、布団・寝具類等は対象外となります。
④生活必需品等の買い物・公共料金等の払い込み
・食材や生活消耗品など、短期間で消費する品の買い出しを行います。
・近隣の原則１店舗（車を使用する場合は駐車場があり安全が確保できる店舗）を利用します。
【ご注意】お支払いは原則「現金」でお願いいたします。
⑤乳幼児の育児支援
・保護者様が入浴等でお子様からやむを得ず離れる際の短時間の見守りや、ケガなどによりお子様のお世話が困難な場合の育児補助を行います。
・もく浴介助は、タオルやお湯の準備・後片付けをお手伝いします。身体の一部を支える等の介助についてはご相談ください。
【ご注意】衛生的な観点から、入浴前後以外のおむつ交換は原則対象外となります。
⑥妊娠・子育てに関する相談
・平日午前8時30分～午後5時15分の間、保健師が電話で対応します（相談は無料）。
・ヘルパーがお聞きした相談内容についても保健師と連携し、必要に応じて専門部署や機関等のご紹介・お繋ぎを行います。
■ご利用にあたってのお願い・注意事項
　　安全で円滑なサービス提供のため、以下のルールへのご理解をお願いいたします。
・ご在宅のお願い：支援中は、大人の方（保護者等）の在宅をお願いします。支援中に外出が必要となった場合は、その時点で支援は終了となります。
・お子様の安全管理：作業中、ヘルパーはお子様まで目が届きません。距離や状況に危険を感じた場合はお声掛けしますので、安全な場所へ誘導をお願いします。
・環境づくり：物品の紛失や劣化に伴う破損が起きない環境づくりにご協力ください。貴重品の管理は利用者様ご自身でお願いします。ペットがいる場合は、ケージ又は作業をしない部屋へご移動をお願いします。
・感染症への対応：ご家族に感染症の方がいらっしゃる場合は、感染拡大防止のため、内容を調整し対応いたしますので事前にご相談ください。
・キャンセル：速やかに、原則「ご利用の2時間前まで」にご連絡をお願いします。
・支援時間と利用料のお支払い：支援時間は、作業のほか、内容確認・書類や利用料の対応等含めた時間となります。利用料のお支払いは、現金またはPayPayです。PayPay払いは領収書が発行されませんので、必要な方は現金でお支払いください。
・その他：多くの方にご利用いただけるよう、利用される内容や利用状況等により利用回数を調整させていただくことがあります。なお、支援ではなく単なる家事代行等による利用と判断した場合は、お受けできないことがあります。

たくさんの方々にご利用いただけますよう、皆さんのご協力をお願いします。
